第１号様式（第１１条関係）

京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付申請書

　　年　 　月 　　日　　
　
京都市長　宛
　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　代表者役職名・氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　下記により京都市子どもの見守り活動支援事業補助金の交付を受けたいので、京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により、関係書類を添えて申請します。
記

	補助金種別
（該当に○をしてください）
	
	【全体見守り型補助金】

	
	
	【個別支援型補助金】

	申請額
	　　　　　　　　円（1,000円未満切り捨て）
　
　※【個別支援型補助金】については、実績払分も含めて申請してください。

	事業名
	　

	関係書類
	　□　事業計画書（第２号様式）

	
	　□　事業予算書（第３号様式）

	
	　□　団体等の規約・会則、役員名簿

	
	· 個人情報保護に関する誓約書（第４号様式）※【個別支援型補助金のみ】

	添付書類
	· 暴力団排除に関する誓約書

	
	　□　団体の概要や事業内容が分かる書類


＜団体の概要＞　
	団　体

所在地
	（〒　　　－　　　）



	電　話
	
	

	Ｅ-Ｍail
	
	構成人数
	　　　　　　　　　　　　人


＜交付申請書に関する問合せ先＞　※上記の代表者及び団体の概要と同じ場合は記入不要　　
	担当者
氏　名
	
	郵送先
	（〒　　　－　　　）


	電　話
	
	E-

Ｍail
	


第２号様式（第１１条関係）

事業計画書（京都市子どもの見守り活動支援事業補助金）
	団体（法人）の名称
	

	事業名
	

	実施区分

（次のいずれかに○をつけてください。複数可）
	
	子どもの居場所づくり（子ども食堂、学習支援等）

	
	
	子育て家庭への食品配送事業

	
	
	その他（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	活動頻度
	　　　　　　　　　　　　　　　（例）毎週●曜日、月に●回（第４●曜日）　等

	活動場所
	住　所
	

	
	施設名
	

	１回あたりの利用人数等
	＜子どもの居場所づくり（子ども食堂等）＞
　　　　　　人
＜食品配送＞
　　　　世帯

	事業の内容
	1 通常事業の内容
2 利用者負担　　　なし　・　あり　（　　　　　円／回）
　
3 見守り活動の具体的内容（見守りの方法、頻度など）
＜以下、④～⑥は【個別支援型補助金】のみ記入してください＞
4 個別支援の対象者数（見込み）
対象者数
（補助上限基本額の基礎となる子どもの数）

　　　　　　人　
5 面談による見守り（実績払分）の実施計画
家庭訪問による把握

　　　　人　×　　　　回　

それ以外による把握

　　　　人　×　　　　回　

6 個別支援の対象とする理由
（例：経済的困窮、ひとり親、孤立、児童虐待など）




第４号様式（第１１条関係）
個人情報保護に関する誓約書
京都市子どもの見守り活動支援事業補助金の交付申請に当たり、下記事項について誓約します。
記

１　個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守する。
２　個人情報を保護するため、資料やデータ管理等について、保管場所や保管方法等に万全の注意を払う。
３　補助対象事業の実施に当たって、直接又は間接的に知り得た個人情報について、補助対象事業の目的以外で使用しない。
４　補助対象事業の実施に当たって、直接又は間接的に知り得た個人情報を第三者に漏らさない。
５　上記１～４について、補助対象事業に携わる職員やボランティアその他関係者に対しても、指導及び監督を行う。
６　上記１～５について、事業終了後も同様とする。
　　　年　　　月　　　日
京都市長　宛
（誓約者）
団体住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者役職名・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
第５号様式（第１３条関係）

京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付決定通知書
　　　　　　　　　第　　　　　　号

　　年　　月　　日

　様

京都市長　
年　　月　　日付で申請のありました京都市子ども見守り活動支援事業補助金については、下記のとおり交付することを決定しましたので、京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付要綱第１３条第２項の規定により通知します。
記

　

	事業名
	

	補助金交付予定額
	　　　　　　　　　　円
※ただし、事業実績によっては交付額を変更することがあります。

	交付の条件
	（１）要綱第１５条に沿って、速やかに実績報告を行ってください。

（２）補助金交付の目的に反した場合には、補助金の取消し、若しくは交付予定額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることがあります。

（３）本事業については、京都市補助金等の交付等に関する条例により検査することがあります。



第６号様式（第１３条関係）

京都市子どもの見守り活動支援事業補助金不交付決定通知書

第　　　　　　号

　年　　月　　日

　様

京都市長　
年　月　日付で申請のありました京都市子どもの見守り活動支援事業補助金については、下記のとおり交付しないことを決定しましたので、京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付要綱第１３条第２項の規定により通知します。
記

　

	事業名
	

	不交付の理由
	


　　※　この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

　　　また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

第７号様式（第１４条関係）

京都市子どもの見守り活動支援事業変更承認申請書

　　年　　月　　日

　京都市長　宛
（団体名）
（代表役職名）
（代表氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　年　　月　　日付　　　号で補助金交付の決定通知を受けた事業計画について、京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付要綱第１４条第１項の規定により、下記のとおり変更したいので承認願います。

記

	事業名
	

	理　由
	

	補助事業内容
	変　更　前
	変　更　後

	
	
	

	補助対象経費

（変更のみ）
	

	　　　　理　由
	

	備　考
	


※　添付書類　変更内容を明らかにするもの

第８号様式（第１４条関係）

京都市子どもの見守り活動支援事業中止・廃止承認申請書

　　年　　月　　日

　京都市長　宛
（団体名）
（代表役職名）
（代表氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　年　　月　　日付　　　号で補助金交付の決定通知を受けた事業計画について、京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付要綱第１４条第３項の規定により、下記のとおり中止・廃止したいので承認願います。

記

	事業名
	

	区　分
	　　　　□　中止　　　　　　　　□　廃止

	理　由
	

	備　考
	


第９号様式（第１４条関係）
京都市子どもの見守り活動支援事業変更承認通知書
第　　　　号

　年　　月　　日

様　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　京都市長

年　月　日付第　　　号で交付決定の通知を行った京都市子どもの見守り活動支援事業補助金に係る事業について、　　年　　月　　日付で申請のあった、京都市子どもの見守り活動支援事業変更承認申請書に基づき、下記のとおり変更を承認しましたので、通知します。
記

	事業名称
	

	変更事業内容
（変更があった場合のみ）
	

	変更補助金交付予定額
（変更があった場合のみ）
	

	交付の条件
	（１）事業が完了したときは、速やかに必要書類を添付のうえ、完了届を提出してください。

（２）補助金交付の目的に反した場合には、補助金の取消し、若しくは交付予定額を変更し、又は既に交付した補助金の返還を命じることがあります。

（３）本事業については、京都市補助金等の交付等に関する条例により検査することがあります。


第１０号様式（第１４条関係）
京都市子どもの見守り活動支援事業変更不承認通知書
第　　　　号

　年　　月　　日

様　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　京都市長

年　月　日付第　　　号で交付決定の通知を行った京都市子どもの見守り活動支援事業補助金に係る事業について、　　年　　月　　日付で申請のあった、京都市子どもの見守り活動支援事業変更承認申請書について、下記のとおり変更を承認しないことを決定しましたので、通知します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

	事業名
	

	不承認の理由
	


　　※　この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

　　　　また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

第１１号様式（第１４条関係）
京都市子どもの見守り活動支援事業中止・廃止決定通知書
第　　　　号

　年　　月　　日

　様　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　京都市長

年　　月　　日付第　　　号で交付決定の通知を行った京都市子どもの見守り活動支援事業補助金に係る事業について、　　　年　　月　　日付で申請のあった、京都市子どもの見守り活動支援事業中止・廃止承認申請書に基づき、下記のとおり交付の中止・廃止を決定しましたので、通知します。
記

	事業名
	


第１４号様式（第１５条関係）

　
京都市子どもの見守り活動支援事業実績報告書

　　年　 　月 　　日　　
　

京都市長　宛
　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　代表者役職名・氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　年　　月　　日付第　　　号により交付の決定を受けた京都市支子どもの見守り活動支援事業補助金について、京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付要綱第１５条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。
１　実績額　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　円
　

　２　交付予定額　　　　金　　　　　　　　　　　　　　円
　３　添付書類

（１）
年次報告書（第１５号様式）

（２）
事業決算書（第１６号様式）

（３）
領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
（※日付、宛名、領収者（団体名)、品物名（但し書き）の記載が必要）

（４）　事業の実施状況がわかる資料（記録写真、作成したチラシ、パンフレット、事業が掲載されたホームページの記事等）
（５）
その他市長が必要と認める書類

第１５号様式（第１５条関係）
年　次　報　告　書（京都市子どもの見守り活動支援事業補助金）
	団体名
	

	事業名
	

	事業実施日
	

	事業実績
（見守り活動について、具体的に記載してください。）
	

	支援の輪サポート事業の研修会・交流会への参加状況
	

	【個別支援型補助金のみ】
見守り対象者等について
	1 個別支援の対象者数（補助上限基本補助額分）
· 四半期毎の名簿（第１２号様式）の平均人数を記載
対象者数

　　　　　　人　

2 面談による見守り（実績払分）
家庭訪問による把握

　　　　　人　（合計　　　　回）

　　　　人　×　　　　回　

それ以外による把握

　　　人　（合計　　　　回）

　　　　人　×　　　　回　

【備考欄】



※この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用することができます。
第１７号様式（第１６条関係）

京都市子どもの見守り活動支援事業補助金交付額確定通知書
第　　　　号

年　　月　　日

　様　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　京都市長

年　　月　　日付第　　　号で交付決定した京都市子どもの見守り活動支援事業補助金については、下記のとおり補助金交付額を確定したので、通知します。
記

	事業名
	

	補助金交付額
	金　　　　　　　　円
（内訳）※【個別支援型補助金】の場合のみ
　基本金額　　　　　　　　　円

　実績払分　　　　　　　　　円
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